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(公印及び契印の押印は省略) 
 

犬等の輸入検疫手続きに係る関係省令等の改正について 
 
このことについて、平成22年４月６日付け21消安第14631号をもって、農林水産省

消費・安全局長から別添写しのとおり通知があったのでお知らせします。 

このたびの通知は、狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）に基づく犬等の輸入検

疫について、最近の輸入実績及び国際基準の見直しを踏まえ、｢犬等の輸出入検疫規則（平

成11年農林水産省令第68号。以下『省令』という。）｣及び｢平成16年農林水産省令告

示第1819号（犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の規定に基づき、同項の表輸入の項第

１号の農林水産大臣の定める方法等を定める件。以下『告示』という。）｣を下記のとお

り改正し、平成22年４月15日から施行することについて通知するとともに、今後とも

本会に特段の協力を求めたいとするものです。関係会員等への周知方お願いします。 

 

記 
 
狂犬病非清浄国からの犬等の輸入検疫規則について、以下のとおり改正する。 

１ 前回の抗体検査の有効期間内に、２度目の抗体検査を行った場合は、再度の待機・

係留を要しないこととする。 省令改正 
２ 狂犬病の予防注射に使用できる予防液（ワクチン）に組み換え型予防液を追加する。 

告示改正 
３ マイクロチップ装着前の狂犬病ワクチン接種歴について、輸出国政府の証明があり、

マイクロチップ装着後の抗体価検査により、0.5IU 以上の抗体価が確認された場合、

１回に限り認めることとする。 告示改正 
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